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（７） 前期委員の検討事項等について 

（８） 全国大会等に参加する団体への補助金の交付

について 
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関生涯学習課長 皆様、おはようございます。 

 それでは定刻となりましたので、社会教育委員の会議を開会させ

ていただきたいと思います。私は事務局でございます生涯学習課長

の関と申します。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、会議に先立ちまして、辞令の交付式から始めさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。教育長が順番

に委員さんのところに回らせていただきますので、すいません、そ

の場でお受け取りいただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 では、教育長、よろしくお願いいたします。 

 

大熊教育長   委嘱状。石原芳様。小金井市社会教育委員を委嘱する。期間、令

和元年９月９日から令和３年９月８日まで。令和元年９月９日。小

金井市教育委員会。 

 よろしくお願いいたします。 

 

石原委員    お願いします。 

 

大熊教育長   委嘱状。柴田彩千子様。以下同文です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

柴田委員    よろしくお願いします。 

 

大熊教育長   委嘱状。城瑞枝様。以下同文です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

城委員    よろしくお願いいたします。 

 

大熊教育長   委嘱状。諏訪啓二郎様。以下同文です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

諏訪委員    よろしくお願いします。 

 

大熊教育長   委嘱状。富田謙次郎様。以下同文です。 

 よろしくお願いいたします。 
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富田委員    こちらこそ、よろしくお願いいたします。 

 

大熊教育長   委嘱状。長坂寛様。 

 よろしくお願いいたします。 

 

長坂委員    よろしくお願いします。 

 

大熊教育長   委嘱状。原田隆司様。 

 よろしくお願いいたします。 

 

原田委員    よろしくお願いします。 

 

大熊教育長   委嘱状。福井髙雄様。 

 よろしくお願いいたします。 

 

福井委員    はい、ありがとうございます。 

 

大熊教育長   委嘱状。森本榮子様。 

 よろしくお願いいたします。 

 

森本委員    よろしくお願いします。 

 

関生涯学習課長 ありがとうございました。 

 それでは委嘱が終了いたしましたので、ここで一言教育長からご

挨拶をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

大熊教育長   第３０期社会教育委員の皆様にただいま委嘱状をお渡しさせてい

ただきましたが、これから２年間、委員の皆様がこれまで蓄えてき

た知識と経験を、本市の社会教育活動、生涯学習に生かしていただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 今年の５月、社会教育委員の皆様から小金井市での地域協働活動

の実現に向けての提言をいただきました。小金井の他市に誇れる地

域の活動はどこよりも活発であるという認識を持っておりました。
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今でもその気持ちは変わりありません。毎週日曜日はどこかのお祭

りに参加するということで、いろんなところにおじゃまさせていた

だきました。本当にすばらしい活動が行われているものと思います。

校長先生が子どもたちのために焼きそばを焼いてくれたり、地域の

大人の人が楽しいイベントをつくってくれたりするというのは、本

当にすばらしいと思いました。 

 しかしながら、本当にそれでいいのかというふうにも思いました。

校長先生のかわりに中学生が焼きそばを焼いて、そのうしろで校長

先生がにこにこ笑っている。これから目指す活動は、そういうこと

もあるんじゃないかなと思うんです。つまり小中連携、それから高

校生がそういう活動に入ってきてもいいと思うんです。 

 だけど、そのような活動が盛んに行われていた小金井ですが、残

念ながら委員の皆様からのご指摘のように、それらの活動をつなげ

る役目を果たす場所がなかったんです。だから、同じ活動を継続し

ていくということが行われていました。委員の皆様のご提言のよう

に、これからは新しく小金井市で地域学校協働活動が進めるよう、

もう一度今までの活動を見直して、今の子どもたちにとってどのよ

うな活動が必要なのかを考えてもらう機会をやはりつくっていく

必要があると思いました。 

 皆様方のご提言を受けて、今年度は緑小学校を研究校として、コ

ミュニティ・スクールの研究が始まりました。あわせて地域学校協

働活動についても研究が進んでおります。さらにうれしいことに、

来年はうちの学校で引き受けるよという学校が既に出てきており

ます。それらの活動の中で、これまで小金井で行ってきた活動をも

う一度見直して、本来の子どものための活動はどうあるべきかをし

っかり考えていきたいと思っております。その方向性をしっかりと

指し示していただくのが、ひとつの役割として社会教育委員の皆様

のご意見をいただきながら、さらに一歩進めてまいりたいと思って

おりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それから、社会教育は子どものための問題だけではなく、人生１

００年時代といわれている生涯学習推進計画を今後つくっていか

なければなりません。そのときに、ちょっと考えてきました。これ

からの人生１００年時代を迎えるにあたって重要な視点は、教育と

教養と強運と協働、すいません、間違えました。教育はこれではな

くて「今日行く」ところがあり、「今日用」事があり、「今日運」動
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する場面がある。さらに協働とは、今日どう？ って言ってくれる

仲間がいること、これは、昨日一生懸命考えてきました。今日行く

ところがあって、今日用事があり、今日運動する場面がある。そし

て、今日どう？ って誘ってくれる仲間がある。そういうことがで

きることが、この人生１００年時代を迎えるにあたって重要なこと

ではないかなというふうに思います。こんな冗談を言っている場合

じゃなくて、その辺もどうやったらいいかという具体的な提言をい

ただきたい。 

 これ、実を言うと、この３つ目までは医師会のところで発表させ

ていただいたんですよ。そうしたら、これはいいねと言ってくれま

して。今日行くところがあって、今日用事があって、今日運動する

場面がある。そして、今日どう？ って誘ってくれる仲間がいるこ

とというのを、いま一度、どうやったらいいかというのは、具体的

に皆さんのお知恵を拝借したいと、そういうふうに思っているとこ

ろです。 

 さらに小金井は今２つの大きな問題を抱えておりまして、そのこ

とも考えていただかなければいけません。１つは、来年度、もう３

６５日を切ってしまったオリンピック・パラリンピックの対応でご

ざいます。多分、一生に一度の機会ということになるかと思います

が、この機運醸成も、実はこの今日運動することにつながると思い

ますので、ぜひとも新しい提言をいただきたいなというふうに思っ

ているところです。 

 もう一つは、これを組織化するところは公民館だと思っておりま

す。公民館のあり方は、新しい人生１００年時代を迎えるにあたっ

て、どのように進めていくかというのは、まさにそれが一番大事な

ことと思っております。ぜひともその辺の考えもお示ししていただ

ければというふうに思います。 

 最後になりますが、委員の皆様のお力をおかりして、本市社会教

育活動、生涯学習活動の推進のため、私ども、努力してまいりたい

と考えておりますが、皆様のご協力なくしてそれはなし得ないとい

うふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

関生涯学習課長 ありがとうございました。 

 教育長は他の公務がございますので、ここで退席させていただき

たいと思います。 
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大熊教育長   議会がありまして、すいません。よろしくお願いいたします。 

 

関生涯学習課長 それでは議長の選任の前に、まずそれぞれ委員さんの自己紹介を

ここでお願いしたいと思いますので、先ほどの委嘱状を交付させて

いただいた順番で、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。 

 恐れ入りますが、石原委員から順番にお願いいたします。 

 

石原委員    社会教育委員２期となりました小金井市の小中学校ＰＴＡ連合会

のほうから出向してまいりました石原芳と申します。 

 出向してきた当初はＰＴＡの会長をやらせていただいていまし

て、今は副会長のほうでまだ小学校のほうにかかわらせていただい

ております。上が高校生で一番下がまだ８カ月なので、ちょっとか

ぜとかでお休みすることとかも多々あるかと思いますが、この２年

間やってきたことを、また今期につなげて少しでも前に進めるよう

に、少しでもご提案させていただけたらいいなと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

柴田委員    柴田彩千子と申します。東京学芸大学に勤めております。 

 社会教育委員は今期で３期目となります。前期に皆さんでまとめ

た提案させていただいたことなども踏まえてさらに推進できるよ

うに、そして新しい知見からも今期皆さんと一緒に活動させていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

城委員     おはようございます。小金井市文化連盟の華道の城と申します。

よろしくお願いいたします。 

 華道というのは、例えば成人式でお花を活けさせていただいたり、

茶道のほうではそういう催し物があるときにお茶を点てたりして、

一緒に協力させていただいて、私たちも勉強させていただいており

ます。その中で社会教育委員の役を承りまして、今度で３期目でご

ざいます。いろいろ勉強させていただいておりますが、いろいろと

あるなというのをすごく実感しておりますので、また、よろしくお

願いいたします。（拍手） 

 

諏訪委員    おはようございます。諏訪といいます。ＮＰＯ法人シニアＳＯＨ
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Ｏ小金井の代表をしています。 

 このＮＰＯは、毎年５月から７月にかけて市の教育委員会の生涯

学習部から委託を受けて、地域参加講座というのをやっています。

これはそもそもは定年後のシニアの方を対象としていたんですが、

最近の定年延長等の影響で、最近はどうも７０代以上の人が多くな

っているような状況ですが、とりあえずはそういうシニア層に対し

ての教育を約１５年ぐらい請け負ってやってきております。 

 どのぐらいお役に立つかわかりませんが、今後、よろしくお願い

します。（拍手） 

 

富田委員    おはようございます。小金井の体協からまいりました富田と申し

ます。私、体協はことしで２年目、それから今回の社会教育委員は

生まれて初めてなもので、いろいろ皆さんにご指導いただきたいと

思います。 

 私、まだ現役で仕事をしているものですから、できる限り時間を

取って参加をさせていただくつもりではおりますけれども、何分初

めてなものですから、ひとつよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

 

長坂委員    長坂と申します。小金井雑学大学の学長を今務めさせていただい

ています。 

 小金井雑学大学の活動については、地元の方ですからある程度ご

存じかと思いますが、第１日曜日と第３日曜日の月２回、２０年以

上、いわゆる無報酬、無講師料、受講料ただ、会場ただということ

でボランティアでやっていて、よく続いているなと思っているとこ

ろです。 

 生涯学習についての私の出合いは、今からちょうど４５年前に日

本で最初に生涯学習という名前のついた財団法人をつくるために、

当時の文部省社会教育局といっていました、生涯学習局の前です、

そのときに申請して、約１年、わざとちゃんちゃんばらばらをやり

ました。何をちゃんちゃんばらばらやったかというと、当時労働省

とか通産省とか総務省とか各省が、生涯労働とか生涯賃金とか生涯

云々と言い始めたんですけれども、文部省が依然として社会教育局

があるものですから、定款寄附行為なども全部社会教育に書きかえ

ろというわけです。こっちは、それは趣旨が違うということで、わ

ざとやりました。わざとやったということは、ちょうど私の申請し
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ている社長と当時の文部事務次官のイワマさんとは軍隊以来の友

達です。ですから、上から話せば少しはもっと早まったと思うんで

すけれども、私はあえて絶対上からやらないでくれと、下でやるか

らということで、やり合いました。そのやり合った人が十数年後、

文部省に私が立場が違って大学の教員ということで行ったことが

あるんですが、幸い彼は審議官になってまして、省内では生涯学習

を認めた第一人者だと、何言ってるんだと言いたいところですけれ

ども、それはそれとしていいきっかけになったわけです。 

 つくられた財団の運営についても、約２０年以上私は会社の役員

も兼務しながら財団の運営にあたっておりました。それからしばら

くたって今度は厚木で、あつぎ協働大学というのがある。これは厚

木市と地元の５大学がタイアップして市民のための教育をやって

います。各大学に１年間に５こまずつ、ですから、受講者からいう

と年間２５こまですね、それを毎年やるわけですけれども。その運

営というか、その５校が競っていいカリキュラムをつくってやった

わけですが、その中でも幸い私がしたところが一番いいという定評

になっております。今現在どうなったか、ちょっとわかりませんが。 

 とにかくそういうことで、生涯学習については何かと縁がありま

す。ただ、そのときのことがきっかけでありますが、絶えず前は向

いておりまして、私自身は過去についてどうだこうだということで

はなくて、そういう知見をもって、少しでも小金井の社会教育とい

うか生涯教育を何とかできないかということで勉強させていただ

いています。 

 あまり力はありませんけれども、皆様のご協力によって少しでも

いい成果を上げていきたいと思いますので、よろしくご指導いただ

きたいと思います。（拍手） 

 

原田委員    原田隆司と申します。よろしくお願いいたします。 

 公募委員で今期３期目になります。小金井市に住んでもう３０年

になるんですけれども、最初の２５年は寝に帰るだけのいんちきな

市民だったんですが、５年前に仕事をリタイヤしまして、本格的な

市民としてデビューしました。何か地域に恩返しをできないかなと

思い、この公募に応募したということでございます。 

 今期もどうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 



 -８- 

福井委員    福井と申します。２期目になりまして、公募委員です。 

 １期目の２年間ではすべての委員会及び小委員会、あと研究大会

に参加しまして、皆さんと情報を共有できたと思っております。２

期目に関しましては、市民に愛される社会教育像を目指して、皆さ

んと一緒に勉強していきたいと思いますし、審議に関しましては、

しっかり意見を述べていきたいと思っております。 

 福井です、よろしくお願いします。（拍手） 

 

森本委員    森本榮子と申します。公募で本日ここにはじめて参加させていた

だいております。どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 私は、国際ソロプチミストのメンバーで、女性と女児の生活を向

上させるための奉仕活動を仲間と一緒に行っております。 

 今回社会教育委員に応募するにあたりまして、社会教育委員、社

会教育って何だろうと調べたところ、学校での教育活動を除く青少

年及び成人に対し行われる組織的な教育活動すべてのことが社会

教育の範疇であるということを再認識しました。私は今、仕事で身

近に子どもたちと接しており、子どもたちを常に見ておりますので、

先ほど教育長が「人生１００年時代」とおっしゃいましたがこれか

らの子どもたちは、１００年も生きていくのだという意識を改めて

持ち、教育の大事さを思い、社会教育でできることは何かなと考え

させられました。 

 また、多摩科学技術高校が設立されました時の基本計画を検討す

る委員として関わらせていただくなど教育に関することにずっと

接しておりましたので、子どもたちが自己肯定感を持ち、自立して

１００年を生き抜くために、少しでもお役に立てたらと思っており

ますので、よろしくお願いいたいします。（拍手） 

 

関生涯学習課長 ありがとうございました。 

 なお本日、公務のため欠席となりますが、所夏目緑小学校校長先

生が小中学校校長会からご推薦いただきまして、２期目として今期

委員を務めていただくことになってございます。 

 それでは、今度は事務局側の自己紹介をさせていただきたいと思

います。まず、生涯学習部長の藤本からご挨拶をいただきたいと思

います。 
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藤本生涯学習部長 皆さん、おはようございます。 

 これからの２年間ですけれども、第３０期の社会教育委員という

ことでご就任いただきましてありがとうございます。 

 先ほど教育長も言いましたけれども、これからの人生１００年時

代、また人口減少社会において新しいこれからの地域づくりという

ところでは、社会教育、生涯学習というのがますまず重要になって

きます。また、そのほかにも、昨年、２９期の委員の皆様からも、

これからの地域学校協働活動に向けた提言というのも提出してい

ただいております。行政としましてもその実現のためにこれからも

努力するとともに、また委員の皆様にはこれからの２年間、活発な

ご議論をしていただいて、社会教育、生涯学習の推進について議論

していただければと思っています。 

 これからの２年間、どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

 

関生涯学習課長 改めまして生涯学習課長の関と申します。今期も引き続き、皆さ

んのご指導を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。（拍手） 

 

内田オリンピック・パラリンピック兼スポーツ振興担当課長 オリンピック・パラ

リンピック兼スポーツ振興担当課長の内田と申します。社会教育法

の第２条で、皆様、森本委員のほうからありましたけれども、社会

教育という部門に関してここで定義づけられておりますが、その中

で、体育及びレクリエーション、こういったものも社会教育に含ま

れるということになっておりますので、皆様方にこれからお世話に

なりますが、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

菊池図書館長  図書館長の菊池と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

ことしで任期４年目になるところです。 

 図書館は第一小の隣に本館がございまして、あと市内に３つの分

室と１つの図書室で運営をしているところです。私は一小の隣にお

ります。委託館もあり直営館もありという中で、市民の図書館にな

るように、さらにサービス向上を目指して頑張っております。 

 この社会教育委員の会議の方から図書館協議会のほうにもご推

薦をいただいてお入りいただくことになっております。どうぞよろ

しくお願いいたします。（拍手） 
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林公民館長   公民館長の林でございます。よろしくお願いします。 

 公民館は今現在、本館それから分館が４館ございまして、市民と

ともにさまざまな講座をつくって生涯学習を推進しているところ

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

小堀生涯学習係長 生涯学習係長の小堀です。社会教育委員の会議の皆さんとのや

り取り、書類の作成等を行っております。今後もよろしくお願いい

たします。（拍手） 

 

鈴木生涯学習係主任 同じく生涯学習係の鈴木といいます。どうぞよろしくお願い

いたします。（拍手） 

 

関生涯学習課長 以上、事務局の紹介でございました。今期もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 ここからは着座で失礼させていただきます。 

 まず、正副議長の選任の前に、本日お配りした次第の次に、資料

１、社会教育委員の会議という用紙をご用意させていただきました。

こちらには社会教育委員としての身分の取り扱い、会議の概略、出

張などがあるということ、職務については簡単に、社会教育法の中

で社会教育委員が基本的に行うという部分だけを抽出して掲載さ

せていただいてございます。 

 裏面は、現在決まっている会議の予定となってございますので、

ご参考にしていただければと思います。 

 それでは、ここからは藤本部長に座長をお願いし、会議を進めた

いと思います。部長、よろしくお願いします。 

 

藤本座長    それでは、議長が選出されるまでの間、私が仮の議長を務めさせ

ていただきます。着座にて失礼します。 

 それでは、議事に入ります前に、議事録の作成方法について確認

をさせていただきたいと思います。市の会議につきましては、小金

井市市民参加条例第６条の規定により、原則公開となってございま

す。また、同条条例施行規則第５条には会議録の作成方法として、

全文記録、発言者の発言内容ごとの要点記録、会議内容の要点記録

の３つの中から選択することと規定されております。本社会教育委
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員の会議につきましては、これまで全文記録で会議録を作成してご

ざいます。事務局といたしましては、引き続き全文記録で作成をし

たいと考えておりますが、ご異議はございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

藤本座長    よろしいでしょうか。それでは、ご異議がないということでござ

いますので、そのようにさせていただきます。なお、議事録作成の

都合上、ご発言の前にはお名前をおっしゃっていただいてから発言

をお願いしたいと思います。 

 まず１つ目、協議事項、正副議長の互選についてです。 

 それでは議事に移らせていただきます。初めに議長の互選を行い

たいと存じます。議長につきましては、社会教育委員の会議規則第

２条の規定により、委員の互選によって定めるものとされてござい

ます。指名推薦の方法で行いたいと思っておりますが、これにご異

議はございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

藤本座長    ご異議なしと認めます。 

 それではどなたかご推薦いただけますでしょうか。城委員。 

 

城委員     議長に原田さんで、副議長に柴田さんをお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

藤本座長    指名推薦ということで、議長に原田さん、副議長に柴田さんとい

うことでありました。それにご異議ございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

藤本座長    異議なしと認めます。 

 では、これより先の議事進行につきましては、原田委員にお願い

したいと思います。 

 では、原田委員、申しわけございませんが、議長の席のほうによ

ろしくお願いいたします。柴田委員も副議長の席はこちらになりま
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すので、よろしくお願いします。 

 私の責務はこちらのほうで終わらせていただきます。 

 

原田議長    ただいま議長にご指名いただきました原田隆司です。どうぞよろ

しくお願いいたします。これまで２期４年を務めましたので、その

経験を踏まえまして、皆様のご議論が円滑に有意義に進むように努

力したいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。 

 昨今、教育とか生活とか、身近なところにいろんな課題があると

いうふうに感じておりますが、先ほど教育長の話にも触れられたと

思いますけれども、地域の力でもって自分の足元からその問題を考

えて解決策を探っていくということがとても大事になってきたと

いうふうに痛感しております。その点でもこの社会教育の委員の会

議がそういう観点で何かお役に立てることがあるんではないかと

思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは副議長からも一言。 

 

柴田副議長   ただいま副議長の職を拝命されました柴田と申します。改めまし

てよろしくお願いします。 

 議長をしっかり支えられるように、この職としては務めさせてい

ただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

原田議長    それでは早速ですが、次第に従いまして議事を進めてまいります。 

 今議題１が終わりましたので、議題２ですね、小委員会委員の選

出についてということで、事務局のほうからご説明をお願いします。 

 

小堀生涯学習係長 はい。では、小委員会委員についてですが、小委員会委員につ

いての選出の決まりは特にございませんが、これまでは、議長、副

議長を含めて、ここに委員３人の方が加わった計５名の方に委員に

なっていただいて、年５回開催をしております。本年度は既に３回

開催しておりますので、あと２回の開催が可能となっております。 

 小委員会は、毎回ではありませんが、本会議を開催する前に会議

の協議事項等について検討するほか、詳細を詰めていく必要がある

内容等について話し合うなどをしております。 

 今期の社会教育委員の会議では、提言としても提出していただい
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た小金井市での地域学校協働活動についてのほか、第３次生涯学習

推進計画が令和２年度、令和３年３月末をもって計画期間を終える

ということで、第４次生涯学習推進計画の策定などを中心に行うこ

とになると思いますので、そのあたりを考慮していただいた上でメ

ンバーの選出をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

原田議長    はい、ありがとうございました。それではただいまのご説明のよ

うに、まず柴田副議長と私が２名入りまして、そのほか全部で５名

ということですのであと３名、小委員会にお入りいただきたいと思

っていますが。どなたか立候補といいますか、私、やりますという

方、いらっしゃいますか。 

 

福井委員    では、福井。 

 

原田議長    はい、福井さん、前期も小委員を務めていただきましたので、引

き続いてお願いいたします。 

 

福井委員    はい。 

 

原田議長    あと２名でございますが、まず、３期目になります城さん、ご経

験を生かしていかがでしょうか。 

 

城委員     お役に立つかどうかわかりませんが、では、やらせていただきま

す。 

 

原田議長    城さん、よろしくお願いします。 

 それから、新規の方、３名いらっしゃいますが、新規の方の中で

どうでしょうか、新鮮な目で小委員会でご発言いただくということ

で、どなたか。今４人で、男性２人、女性２人ですから、どちらで

もよろしいんですけれども。諏訪さんか森本さん、いかがですか。

森本さん、いかがでしょうか。 

 

森本委員    いや、ここでは学ばせてはいただけると思うんですけれども、お

役に立てるか、皆様にご判断いただいたらよろしいかと思います。
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私のほうではちょっと。 

 

原田議長    学びながら発言するのは皆さん一緒でございますので。よろしゅ

うございますか。（拍手）皆さんに拍手をいただきましたので、じゃ

あ、森本さん、お願いいたします。 

 

森本委員    はい。 

 

原田議長    それでは５名ですね、柴田副議長と私、原田、それから福井委員、

城委員、そして森本委員、この５名で小委員会を進めたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 それは次に議題３、小金井市社会教育委員の会議について、事務

局からご説明をお願いします。 

 

小堀生涯学習係長 はい、まずは資料１をごらんいただきまして、先ほど課長から

もご説明をさせていただきましたが、表面には社会教育委員の職務、

身分等が記載されております。そして、こちらの社会教育委員の会

議につきましては、本会議が年８回開催されております。今年度に

ついては、４回開催済みで、今回が第５回目となっております。８

回の会議の中には、生涯学習に関連する協議会、こちらの社会教育

委員の会議と公民館運営審議会、図書館協議会の三者が合同で開催

する三者合同会議、そして市外の自治体等に研修に行く管内視察研

修も会議の中に含まれております。 

 そして、資料１の裏面をごらんください。こちらは今年度の予定

が記載されております。上半分は前期の間に既に開催済みのもので

す。下半分が今期、第３０期の方に関係する会議となっております。

日程については、後ほど関連する内容がありますので、ここでの説

明は省かせていただきます。 

 また、資料２として社会教育委員の設置に関する条例、資料３と

して社会教育委員会議規則をお配りしています。そして、資料４と

して社会教育委員の名簿を配付させていただいておりますので、時

間があるときにごらんいただければと思います。 

 以上です。 

 

原田議長    ありがとうございました。 
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 これにつきまして、何かご質問等ございますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 それでは次へまいります。議題４、放課後子どもプラン運営委員

会への出向委員の選任についてということで、事務局、お願いいた

します。 

 

小堀生涯学習係長 はい。放課後子どもプラン運営委員会委員の推薦についてです

けれども、こちら、資料５として、放課後子どもプラン運営委員会

設置要綱をお配りしております。放課後子どもプランの委員につき

ましては、任期が平成３１年４月２５日、第１回の会議開催日から

令和２年３月３１日までの約１年間となっております。現在は、任

期の途中となっておりまして、石原委員に参加していただいており

ます。 

 以上です。 

 

原田議長    ありがとうございました。 

 今、任期途中ということでございますので、まず、石原委員、も

し継続していただければこのままということでよろしいでしょう

か。 

 

石原委員    はい、皆さんに承認していただければ。 

 

原田議長    はい、石原委員、継続ということでご了承いただけますでしょう

か。 

 

（拍手） 

 

原田議長    ありがとうございます。 

 それでは、放課後子どもプラン運営委員会の出向委員は石原委員

に継続してお願いいたします。 

 続きまして議題５、図書館協議会への出向委員の選任についてと

いうことで、これも事務局からお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 はい。第１６期小金井市図書館協議会委員の推薦について、依

頼がございました。資料６として、小金井市図書館協議会条例を添
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付させていただいております。任期が令和元年１１月１日から令和

３年１０月３１日の２年間となっております。委員の身分は非常勤

の特別職となっております。小金井市立図書館の適正な運営を図る

ため、図書館法の第１４条の規定に基づき設置されております。 

 社会教育委員と兼ねていただくことになりますので、既に社会教

育委員以外の審議会委員等をされている場合は委員になることは

できませんので、ご承知おきください。また、１５期の委員として

は、前期まで委員をされていた石田委員が図書館協議会委員として

会議に参加されておりました。 

 以上です。 

 

原田議長    はい、ありがとうございました。 

 図書館協議会の出向委員の選任、今お話がありましたように、こ

れまでは石田委員が務めていただきましたけれども、３期で退任を

されました。新しくどなたかに就任していただきたいと思います。

どなたか図書館委員をやりましょうという方、いらっしゃいますで

しょうか。あるいは、この方にというご推薦があれば。 

 先ほどの事務局の説明がありましたように、市の委員、この社会

教育委員を含めて、複数、既に２つお持ちの方は３つ目はできませ

んので、残念ながら選任されないということです。それ以外の方で

いかがでしょうか。 

 

福井委員    生涯学習部長にお聞きしたいんですけれども、今の規定で会議に

参加の審議会の役職の話なんですけれど、資料１の２の身分で、時

限の委員はさらに一つ兼職することができるという、この時限委員

の意味合いというものをお聞きしたいと思うんですけれど。 

 

藤本生涯学習部長 こちら、委員の兼職ということですね。 

 

福井委員    ほかに一つ兼職することができ、時限委員はさらにと書いてある

んですけれど。 

 

小堀生涯学習係長 常設された委員、こちらの社会教育委員もそうなんですけれど

も、図書館協議会その他の委員とか、常に継続して行われている委

員会の委員の方は２つまでしか兼職できないんですけれども、１年
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間に限り何かを審議するために単発で行われる審議委員とか、そう

いったものについては、そこに２プラス１という形で入ることがで

きるということになっております。 

 

藤本生涯学習部長 常設の場合、社会教育委員などの任期が２年と決まっていて継

続して設置されている協議会は２つまでとなりますが、それ以外に、

要するに短期間の委員というものはもう１つ兼職することができ

ます。今回は社会教育委員をやっていて、図書館協議会委員をやっ

ていいただくということですので、どちらも時限の委員とはならな

いので、他の委員をされている場合は、推薦できないことになりま

す。 

 

福井委員    はい、わかりました。 

 

原田議長    よろしいでしょうか。それでは、新規ですけれども、富田委員、

諏訪委員、どちらかお願いできませんでしょうか、ご指名で恐縮で

すが。 

 

富田委員    富田ですが。私はやらせていただいてもいいんですけれども、た

だ先ほど申しましたように、時間的な制約が結構あるものですから、

どれぐらいの職務になるかわかりませんけれども、それでも、常に

出席しないとだめですよというふうなことがありますと、ひょっと

したら私は出張があるものですから、ちょっときついかな。ただ、

やってみたいなという気はすごくあるんですけれども。その辺がち

ょっとわからないものですから。 

 

原田議長    諏訪委員はいかがですか。 

 

諏訪委員    わかりました。引き受けてもいいです。 

 

原田議長    よろしいですか。それじゃあ、富田委員、諏訪委員のほうにお願

いしてもよいでしょうか。 

 

富田委員    はい、お願いいたします。 
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原田議長    図書館長、この協議会は年間、何回ぐらいあるんでしょうか。 

 

菊池図書館長  はい、年間５回が常設になります。そのほかに、三者の合同会議

ですとか懇談会が１回ずつございます。 

 

原田議長    諏訪委員、そういう回数でございますが、よろしいでしょうか。 

 

諏訪委員    はい。 

 

原田議長    皆さん、諏訪委員に就任していただくということでご了承いただ

けますでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

原田議長    ありがとうございます。（拍手） 

 それでは議題６、ブロック研修会の参加についてということで、

これも事務局からお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 ブロック研修会についてですけれども、まずは資料７をごらん

ください。東京都の２６市３町の社会教育委員が所属する東京都市

町村社会教育委員連絡協議会という組織がありまして、略して都市

社連協と呼んでおりますが、こちら全部で５ブロックに分かれて研

修会を行っております。小金井市は、武蔵野市、三鷹市、府中市、

調布市、狛江市の６市で構成されている第５ブロックに入っており

ます。各ブロックごとに１０月から１１月にかけて、年１回、ブロ

ック研修会を行っておりまして、今年度の第５ブロックは調布市が

幹事市となっております。 

 資料７をごらんいただくと令和２年度の小金井市のところに丸

印がされておりまして、こちらは来年度小金井市が第５ブロックの

幹事市になるということになります。幹事市になりますと、年１回

のブロック研修会を企画・運営することになりますので、次の会議

以降に来年度のブロック研修会の開催に向けた話し合いをしてい

ただくことになるかと思います。 

 そして、今年度についてですけれども、第５ブロックの研修会の

開催通知はまだ届いておりませんが、日程、場所、内容等決まって
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おりますので、ご説明させていただきます。 

 再度、資料１の裏面をごらんください。真ん中より下あたりに記

載しておりますが、１１月２４日、日曜日、午後２時から５時まで、

調布市グリーンホールで開催される予定となっております。テーマ

は「市民参加演劇で不登校の問題を考える」ということで、演劇を

通して不登校の問題の心情を理解することで、多角的視点から課題

解決に向けて検討を行うということが予定されております。こちら

の開催通知は近々届くことと思いますが、次の会議が行われる前に

出欠の締切があるかもしれませんので、こちらについては事務局か

らメール等でご案内をしたいと思っております。 

 また、今年度から別のブロックで開催する研修についても、会場

等に余裕があれば参加することができるようになりました。本日の

会議では、第１ブロックからの開催通知を配付させていただいてお

ります。資料８をごらんください。内容は「学びを通して自然との

共生をめざし、人と地域のつながりを促す社会教育の推進」をテー

マにした講演と、日の出町矢戸沢廃棄物広域処分場内の施設見学を

行うということです。もし、参加を希望される方がおられましたら、

この会議の場で言っていただくか、もしくは９月２０日、金曜日ま

でに事務局あてにご連絡をいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

原田議長    はい、ありがとうございました。ただいまの説明、資料８に第１

ブロックの研修会の内容があります。今期から他ブロックからも参

加が可能だということで、この場でこの研修会に参加したいという

方はいらっしゃいますでしょうか。じゃあ、ご検討いただいて、も

しご参加希望ということであれば、９月２０日、金曜日までに事務

局まで、小堀さんあてでよろしいですね。 

 

小堀生涯学習係長 はい。 

 

原田議長    ご連絡をお願いしたいと思います。 

 それでは、次へまいります。議題７、前期委員の検討事項等につ

いてということで、事務局からお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 はい。それでは資料９をごらんください。第２９期社会教育委
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員の会議で検討を行った内容と、来期の委員の方へということで、

引き継いでいただきたいことが記載されております。内容の説明は

議長からお願いいたしますが、あわせて資料ナンバーはないですけ

れども、その次に黄色い表紙の「小金井市での地域学校協働活動」

の実現に向けて、こちらは既に提出済みの提言と、資料ナンバー１

０として、これまで答申・提言等を行ってきました内容をまとめた

ものがありますので、あわせてごらんください。 

 以上です。 

 

原田議長    それでは資料９とそれからその次についています黄色い表紙の提

言ですね、これをごらんください。資料９は、第２９期、前期の社

会教育委員の会議で２年間、どういう活動を行ってきたかというこ

とがポイントが書かれております。 

 特に、３つ目に書いてあります、２９期については「小金井市で

の地域学校協働活動」の実現に向けて、教育長宛に提言をつくりま

して提出をしたということがございます。２年間の任期中に、これ

までの地域学校協働活動あるいはコミュニティ・スクールの先進地

域・学校に見学にまいりまして、実際現地で様子を見たり、活動し

ている方のお話を伺ったりして勉強いたしました。それを踏まえて

２９期の後半ですね、今年度に入りまして提言としてまとめたとい

うことであります。 

 多摩地域では、既に八王子とか国分寺、三鷹、立川など、先行し

てこの地域学校協働活動をやっている地域が多くて、小金井市はま

だなのかという印象を実は持っていたんですが。冒頭の教育長の話

にもありましたように、もともと小金井市というのは地域の教育力

が高い地域でありまして、いわゆる地域学校協働活動という形には

なっていなくても、既に活動の実績は大いにあるのではないかとい

うことを踏まえまして、その上でどういうところにポイントをおい

て、小金井らしい地域学校協働活動をやっていったらいいかという

ことを主眼にしてやってまいりました。 

 提言の内容は黄色い表紙のものをごらんいただいて、具体的な内

容は一番最後のページですね、３番と４番に書いてございます。も

うご存じの方も多いかと思いますが、地域学校協働活動は地域と学

校がパートナーとして連携・協働して、社会総がかりで、地域ぐる

みで教育を実現すると。子どもたちの新しい学びをつくるんだとい



 -２１- 

う目的がありますが、同時に地域の結びつきをその活動を通じて強

めていく、新しいコミュニティをつくっていくという狙いもござい

ます。 

 ３番目に、地域学校協働活動の方向について、小金井市としては

次の３点を大事にしようということでまとめたものでございます。

１つ目は、先ほども触れました、もともと小金井市に備わっている

地域の力ですね、これを今それぞれの地域でばらばらにやっている

ことをまとめ上げて、地域の協働推進を図ってはどうだろうかと。

つまり、ゼロから何か始めるというよりは、現状やっている力を結

集していこうというのが第１点です。 

 第２点は、それぞれの活動にそれぞれのエキスパートがいらっし

ゃってやっていらっしゃるんですが、例えば新しい人材を育成する

とか、あるいは連携を図るとかということをきちっと組織的にやっ

ていって、そういう活動が持続可能になるように組織づくりをした

らどうかというのが第２点です。 

 第３点は、目的は子どもたちの学びのためということですが、こ

の活動が成人教育の場にもなるということから、これを通じて地域

のコミュニティづくりに発展させよう。 

 この３点が小金井市として目指す方向性であるということにま

とめました。 

 ４番、具体的に行政に対してどういうことを求めるかというのが、

具体的な項目をいくつか挙げています。主なものでいうと、これは

各部、各課、縦割りで進められないことなので、生涯学習、子ども、

教育にかかわる部署ですね、その他の関係する部署も含めて連携を

図ってやっていただきたいというのが第１点です。それから、まだ

あまりこの地域学校協働活動については知られていないと思われ

るので、研修会や説明会を大いにやってくださいというのが第２点。

などなど、そこにあるものがございます。それから、さっき人材育

成という話がありましたが、コーディネーターを育成するというこ

とも大事であるということであります。 

 という提言をいたしまして、教育長からも、この方向性について、

あるいは具体的な内容については同感だといただきまして、今年度

は早速緑小学校を研究校にして、このコミュニティ・スクール、地

域学校協働活動への具体的な活動が始まったところでございます。 

 資料９のところに、来期の委員の方へというのが最後に書いてあ
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ります。来期というのは今期ですね、第３０期の委員の皆様へとい

うことで、つまり提言がゴールではもちろんなくて、提言がスター

トラインということですので、これからどのように具体化されてい

くかというのをこの会議での経過をきちんとフォローして、言うべ

きことは言っていく、検討していくというふうにしていきたいと思

います。 

 ご説明は以上です。何かご質問等ございますでしょうか。 

 それでは、この資料、またじっくり読んでいただいて、今後活動

に生かしていただきたいと思います。 

 それでは議題７が終了しまして、議題８、全国大会等に参加する

団体への補助金の交付についてということで、事務局、お願いいた

します。 

 

小堀生涯学習係長 資料１１になりますが、「全国大会参加団体への補助金の交付

について」をごらんください。こちらは小金井野球クラブという団

体が春季東日本中学生軟式野球大会に準優勝した結果、８月５日か

ら１１日まで行われたＩＢＡ－ｂｏｙｓパンパシフィック国際大

会への出場権を得たということで、出場した団体から大会参加に要

する費用についての補助金交付の申請がございました。 

 社会教育法第１３条の規定により、地方公共団体が社会教育関係

団体等に対して補助金を交付しようとする場合は、あらかじめ社会

教育委員の会議の意見を聞いて行わなければならないとされてい

ることから、本日意見をお伺いしたく議題とさせていただきました。 

 資料の裏面に、全国大会等に参加する団体への補助金交付事務取

扱基準ということで、こちらは要綱のような形で規定されたもので

はございませんが、担当職員が扱うための一定の基準を定めたもの

であり、補助の対象経費については、大会等に参加する旅費、参加

費という形になっております。上限が対象経費の２分の１で、金額

としては２０万円が上限となっております。 

 資料にあるとおり、交付の目的としては、優秀な成績を収めた優

れた団体の負担を軽減し、健全な団体を育成し積極的な活動を支援

するために行っているもので、この補助金制度が始まった経過とし

ては、学校などが部活動などで大きな大会に出るときに補助が出ま

すが、それに対して部活がなかったりしたときに、そのスポーツを

やっている競技団体が全国大会等大きな大会に出るときに、同様に
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費用負担をしてあげたほうがいいのではないかということから始

まった制度です。 

 そういったことも考慮の上、ご協議いただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

原田議長    はい。これにつきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょう

か。 

 

富田委員    よろしいですか。 

 

原田議長    はい、富田委員、どうぞ。 

 

富田委員    私は体協から来ているんですけれども。これは非常にすばらしい

ことだと思うんですね。特に、スポーツを通じていろんな人たちと

交流、勝敗はその後でいいと思うんだけれども、こういうふうな国

際大会に行っていろんな人と交流できる、それによって子どもたち

が非常にいい経験ができる。それに対して私ども、一生懸命支援し

てやっていくのがいいんだろうなと思いますね。 

 ただ、助成するにあたっては、ぜひ子どもたちに行った後の感想

文を書いてもらうとか、何かしてもらうようなことをしていただけ

ればもっといい、楽しい記憶に残る大会になるんではないかな、そ

して、いい経験になるんじゃないのかなと私は思います。これは、

私は非常に賛成です。 

 以上です。 

 

原田議長    ありがとうございました。 

 今、富田委員から具体的なご提案がありましたけれども、これ、

帰ってきて報告書か何か出ると思うんですが、その際に子どもたち

の感想とか入っているんでしょうか。 

 

小堀生涯学習係長 今までは、補助金の実績報告という形で書類を提出していただ

く形になってしまっていたんですけれども。 

 そうですね、今回からというは難しいかもしれませんが、来年度

以降、そういったことが次へのステップになるかもしれないので、

検討させていただきたいと思います。 



 -２４- 

 

原田議長    じゃあ、よろしくお願いいたします。 

 ほかに何かご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは議題８、この補助金の交付についてはご承認いただいた

ということでございます。 

 では議題９、その他にまいります。まず初めに、今年度、来年度

の会議の開催日について、事務局、お願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 再度になりますが、資料１の裏面をごらんください。 

 先ほどご説明させていただきましたが、社会教育委員の会議は年

８回行っております。年８回というのは１２カ月のうち議会が開催

される月、６月、９月、１２月、３月を抜かした月に基本的には行

っております。本日の会議は通常ですと１０月に行う予定の会議で

したが、９月９日から新しい委員の方の任期が始まりまして、出向

委員の選出等の業務もありましたので、本日、実施させていただき

ました。 

 次回は、予定では１１月ぐらいに三者合同会議を行わせていただ

いて、その後は１月と２月に第７回及び第８回の社会教育委員の会

議を行う形となります。表では日程が未定となっておりますが、三

者合同会議について、こちらは委員の改選があった年については、

２年おきですけれども、各代表が三者の取り組みについて話をして

三者のことをそれぞれが理解するということをテーマに行ってお

ります。そのため、三者の正副議長との日程調整も必要になります

ので、ちょっとこちらの日程は三者の正副議長との調整を踏まえて

会議の日程を決めたいと思っております。 

 次の第７回、第８回の会議につきましては、委員の方も新しくな

りましたので、都合がつきやすい曜日、時間等がこれまでと変わっ

ているかもしれませんので、そのあたりを考慮して、何曜日の何時

ぐらいがいいということを話し合っていただきたいのと、できまし

たら令和２年度、来年度ですけれども、こちらも会議室を一定のタ

イミングで取るような形になっていますので、できれば令和２年度

についても、もし今の段階でこの曜日がいいとかこの時間がいいと

いうところが決まっておりましたら、話し合っていただければと思

います。 

 以上です。 
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原田議長    ありがとうございました。 

 ただいまのご説明のように、資料１の裏面にこれからの予定が書

いてあります。１１月の三者合同会議、これは第６回に相当すると

いうことでよろしいんですね、きょうが第５回ですから。 

 

小堀生涯学習係長 はい。 

 

原田議長   はい。それで第７回が１月、第８回が２月、４月以降の令和２年度

についても大体の開催の曜日と時間を決められたら決めたいとい

うことでございます。 

  

原田議長    水曜日の午前中がだめですという方がお二人いらっしゃいました

ね。それから水曜日午後がだめという方がいらっしゃいます。とい

うことで水曜日がかなりかぶっているということで。あと夜間開催、

これまでも夜、開催した例はあるんですけれども、常時夜というこ

とになると、またいろいろとあるということで。小堀さん、今、何

曜日、どこって決めたほうがいいですか。会議室の都合があるんで

すね。 

 

小堀生涯学習係長 そうですね、何日まではまだ決まらなくてもよいのですが、何

曜日の午前とか午後とかというのが決まっているほうが。 

 

原田議長    それでは月曜日が都合悪いという方はお一人でしたので、やりく

りをしていただくということで、では、今期については月曜午前中

を基本的に開催の曜日といたします。 

 これは会議室の都合で変わるということはありますか、一応、こ

れでよろしいですか。 

 

小堀生涯学習係長 そうですね。なるべく日程を重視して、会議室を探します。 

 

原田議長   はい、わかりました。では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題９のその他のイ、これは事務局から何がございま

すでしょうか。 
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小堀生涯学習係長 特にないです。 

 

原田議長    ありませんか。 

 それでは、議題、審議事項についてはこれで終了ということで、

２番の報告事項にまいります。２番の報告事項１、第５０回関東甲

信越静社会教育研究大会の参加について。事務局からご説明お願い

いたします。 

 

小堀生涯学習係長 こちら第５０回関東甲信越静社会教育研究大会についてのご報

告をさせていただきます。締切の関係で委員の皆様には郵送でパン

フレットとご案内を送らせていただいて、参加の確認をさせていた

だきました。前回の会議でもご報告させていただきましたけれども、

今回希望された方が２名だったということで、こちらの２名の方の

参加で手続きを進めております。２名の方は福井委員と新任の森本

委員になります。 

 本大会についてですが、こちらは関東甲信越に静岡を加えた１都

１０県の地域で社会教育委員の大会が行われておりまして、毎年違

う県で行われております。今年度は埼玉の川越市で行われるという

ことです。 

 以上です。 

 

原田議長    ありがとうございました。 

 それでは、参加される福井委員、森本委員、よろしくお願いいた

します。 

 

福井委員    はい。 

 

原田議長    続いて報告事項２、第３５期公民館運営審議会委員の委嘱につい

て。こちらは公民館長、お願いいたします。 

 

林公民館長   それでは資料の１２、小金井市公民館運営審議会委員名簿、３５

期のほうをごらんください。８月２７日の教育委員会で委嘱されま

した第３５期の公民館運営審議会委員の名簿になります。任期は令

和元年９月９日から令和３年９月８日の２年間になります。定数１

０名うち８名の委員の委嘱となっておりまして、２名の欠員となっ
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ております。欠員となっているのは、公募委員１名と学識経験者１

名で、現在補充について調整をしております。 

 説明は以上です。 

 

原田議長    ありがとうございました。 

 続いてまいります。報告事項３、小金井市公民館中長期計画策定

に係る中間報告について。引き続き公民館長、お願いします。 

 

林公民館長   はい。それでは、小金井市公民館中長期計画策定に係る中間報告

について説明させていただきます。 

 本報告については、前回８月２６日の会議で経過等を口頭報告さ

せていただきましたが、その後、教育委員会で承認を得られました

ので、資料提出し報告するものです。 

 主な点について簡単にご説明させていただきます。現在公民館で

は中長期計画を策定しており、検討項目のうち、公民館の将来像に

ついて、公民館の本館機能についての２項目について検討が終了し

たため、中間報告を行うものであります。 

 （１）の公民館の将来像についてです。４ページ上段の囲みにな

るんですけれども、「つどい、学び、つながる、地域の拠点（ひろば）」

と定めております。（２）の公民館本館機能については、こちらは下

から３行目ですね、公民館本館を取り巻く課題を解決し、将来像を

実現していくために、新庁舎・（仮称）新福祉会館に公民館本館の執

務機能と、ミーティングスペース等を整備することを目指すことと

いたしました。 

 ６ページをごらんください。公民館運営審議会での検討について

です。こちらについては、検討の中の論点を（２）のほうに整理し

ております。公民館本館の執務機能とは、公民館専用施設ではなく、

公民館全体を統括する本部機能を意味します。公民館として条例に

は位置づけられません。ミーティングスペースは、中町・前原町を

含めた市民の方が職員と相談等ができるスペース・機能とします。

ミーティングスペースは公民館専用施設ではなく、他部署の職員と

共有して使用する場所となります。以上の点については公運審でも

確認されております。 

 また、その他の項目については、令和元年度末までに検討を終了

し、パブリックコメント等の手続きを経て令和２年度末までには計
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画を策定する予定となっております。 

 説明は以上です。 

 

原田議長    ありがとうございました。 

 これについて何かご質問等ございますでしょうか。 

 

柴田委員    よろしいですか。 

 

原田議長    はい。 

 

柴田委員    柴田です。ご説明ありがとうございました。 

 条例としての公民館ではないということで、名称は公民館本館機

能というふうにこれから審議の上で呼んでいくということと、名称

はこれから具体的には決まるんでしょうけれども、この本館機能と

いうところを全面に特徴として、ミーティングスペースを置くとこ

ろというふうな理解でよろしいでしょうか。 

 

林公民館長   名称については７ページの（７）のほうで、所管する部署の名称

については今後検討する事項となるというふうにこちらはなって

おりますけれども。施設としての公民館ということではないので、

公民館本部とか公民館課とか、この辺はちょっと市の組織の関係の

ほうと調整しながら今後決めていくようなところにはなります。 

 やはりこれから、５ページの（４）の本館機能の役割というふう

にありますけれども、こちらに記載させていただいております関係

部署との連携とか地域課題解決学習を通じた地域づくり、こちらを

中心的に担っていける部署を公民館の主要機能を考えて、こちらの

ほうを推進していきたいというふうに考えているところです。 

 

柴田委員    ありがとうございます。 

 もう１点お伺いしたいんですが、小金井市の社会教育の特徴とし

て、公民館企画運営委員会があるということが位置づけられると思

うんですけれども、この本館機能となる場合には、その企画委員は

本館にはいなくなるというふうに理解してもよろしいんでしょう

か。 
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林公民館長   こちら専用施設ということではないんですけれども、新福祉会館

の多目的室のほうを主催講座で使わせていただく予定となってお

りますので、主にそちらで開催する講座の企画等にかかわっていた

だける企画実行委員というのは引き続き設置するつもりでは、今の

ところ予定になっております。 

 

柴田委員    はい、わかりました。 

 

藤本生涯学習部長 補足しますと、こちらのほうの５ページになるんですけれども、

５ページに公民館本館機能の定義というところがあって、そこに職

員、ミーティングスペース、会議室、主催事業というふうになって、

その会議室の中に企画実行委員会の開催ということで、引き続き企

画実行委員会は組織しながらやっていくと考えています。 

 

柴田委員    はい、ありがとうございました。 

 

原田議長    そのほかに何かご質問等ございますか。よろしいでしょうか。そ

れではこの項は終わります。 

 報告事項４、小金井市総合体育館及び栗山公園健康運動センター

の長期修繕計画についてということで、こちらは内田課長からお願

いします。 

 

内田オリンピック・パラリンピック兼スポーツ振興担当課長 はい。 

 それでは、私のほうから小金井市総合体育館及び栗山公園健康運

動センターの長期修繕計画についてということで、資料の１４番の

ほうで説明をさせていただきます。 

 おそらく皆様、一度はご利用されたことがあるんじゃないかと思

いますが、総合体育館、こちらは平成元年の２月、栗山公園健康運

動センターは平成６年６月に竣工いたしまして、それ以降、部分的

な改修、修繕工事によって劣化対応を講じてきましたが、設備機器

等の経年劣化ですとか、建築要素の損傷・陳腐化が進んでおります。

このことから、昨年度、老朽化の著しい箇所の洗い出しを含めまし

て、両施設の大規模修繕の設計委託を進めまして、修繕計画の作成

に取り組んできた次第です。 

 ちょっとここで一つご説明しないといけないのが、国としての動



 -３０- 

きとして、今、過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新

時期を迎えるという一方で、地方公共団体の財政というのが依然と

して厳しい状況にありますので、また、人口減少といったものも含

めまして、今後の公共施設等の利用の需要が変化していくこともあ

り、施設全体の最適化、こういったことを図る必要性が求められて

おります。 

 そこで、各地方公共団体のほうで、公共施設等の全体を把握し、

長期的視点に立った公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行う

ため、公共施設等総合管理計画、こういったものの策定が必要とさ

れております。また、その計画に基づきまして、個別施設ごとの具

体的な対応方針を定めるため、個別施設計画の策定、これが必要と

されております。 

 小金井市のほうでは、平成２９年３月にこの小金井市公共施設総

合管理計画、これは既に策定しております。その総合管理計画の中

でも、この両施設について大規模修繕の時期に差しかかっておりま

して、今後の計画的な修繕・更新の実施が必要と、このようにされ

ているところです。また、その総合計画では建築後６０年間の使用

を求められておりますが、一応、そこを参考にしてこの修繕計画は

作成しております。 

 今後は、このたびの修繕計画に沿った維持管理に努めることによ

りまして、市民が安全に安心して利用でき、スポーツ活動の場を充

実させ、スポーツ活動に親しめる環境づくりを推進していきたいと

考えております。 

 また、今、ご説明申し上げました個別施設計画、これが令和２年

度までに策定することとなっておりますので、これらの点を踏まえ

まして、今後必要に応じまして皆様方、社会教育委員の会議におい

て、その策定にあたってはお諮りしながら取り組んでいきたい、こ

のように考えております。 

 以上です。 

 

原田議長    はい、ありがとうございました。 

 これにつきまして、何かご質問等ございますか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは報告事項４はこれで終了です。 

 その他について、事務局、何かございますでしょうか。 
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小堀生涯学習係長 お配りした資料やチラシのことをお伝えできてなかったんです

けれども、資料は順番に見ていただいたので、チラシについて確認

します。委員ののみのお配りとなっていますが、「２０１９青少年の

ための科学の祭典 東京大会ｉｎ小金井」、あと、こちらは当日はも

っときれいに印刷されたものが受付にありますが、「青少年のため

の科学の祭典 東京大会ｉｎ小金井出典一覧」。それと、「東京文化

財ウイーク２０１９ 特別公開・企画事業編」と緑色の「通年公開

編」。あとからお配りした「小金井お月見のつどい」と「第７回こが

ねい市民文化祭 いけ花と茶席のつどい」をお配りしています。 

 この中で、青少年のための科学の祭典ですけれども、こちらの社

会教育委員の会議では、毎年、ブースを出しておりまして、今年度

でいうと公民館運営審議会と同じ部屋で、それぞれやることは異な

っているんですけれども、参加しております。このタイミングで期

の改選がありましたので、前期の委員の方で参加できる委員の方が

午前、午後に分かれて参加していただくような形になっているんで

すけれども、新しい委員の方ももしお時間がありましたら、ぜひ来

ていただければと思います。 

 以上です。 

 

原田議長    ありがとうございました。 

 配られた資料の中に「青少年のための科学の祭典」というものが

色刷りのものとモノクロのものと２つありますのでごらんくださ

い。モノクロのほうの２枚つづりですね、これを１枚めくっていた

だいて、ちょっと字が細かくてあれですけれども、真ん中３分の１

ぐらいのところに、上から番号がふってありますけれども、６１番

に「模様が変わる不思議なカライドサイクルＮ２０１」、これが社会

教育委員の会議が参加する内容です。同じ部屋で「昔遊びの科学」

というのがありまして、これが公民館運営審議会が参加されるとい

うことで、２つの会議で一部屋を使いまして、両方とも子どものた

めの科学的な遊びを一緒にやろうという狙いでございます。 

 科学の祭典は、こちらに開催の趣意というのがありまして、ちょ

っと読み上げますと、教育と研究と地域経済のコラボレーションを

図る。それによって、地域に新たな文化を創造する、地域の活力を

醸成するというような狙いがあるということで、長年続けられてお
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りまして、学芸大学の敷地をお借りして、学芸大学と共催で小金井

市が開催しているということでございます。 

 それで、社会教育委員の会議としては毎年、さっき申し上げたカ

ライドサイクル、これ、ちょっと説明するのが難しいんですが、画

用紙ぐらいの大きさの紙を刻みまして、色を塗ってのりで貼り付け

ると不思議な立体のおもちゃができるというものでありまして、毎

年、２つ、３つの小さいお子さんから小中学生まで楽しんでいただ

いている出し物であります。 

 この会場は毎年１万人ぐらい、小金井市からだけではなくて、近

隣の市町からもお客様がたくさん、親子連れを中心に詰めかけまし

て、大変人気のある祭典でございます。 

 当日は、私どもの前期のメンバーが会場で子どもたちのお手伝い

をすると。それから、先ほどちょっとお話が出た科学技術高校の学

生さんもボランティアとしてお手伝いしてくださる。午前中は城委

員と福井委員、お二人にお願いするということになっています。午

後については柴田委員と私で対応いたします。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 森本委員は、実はこの催しの事務局長をいらっしゃいます。何か

こういうすばらしいものだというＰＲをしていただけるとありが

たいんですが。 

 

森本委員    ありがとうございます。科学の祭典の事務局長でございます。 

 ことし１４回目を迎えました。これは子どもたちに啓蒙授業とし

て、ソロプチミストの１０周年記念のときに始めたサイエンスライ

ブショーがスタートでございます。走りながらここまでやってきま

したが、皆様からのご協力のおかげで、高い評価をいただいており

ます。どうぞ当日皆様のご参加とこれからのご協力をよろしくお願

いしたいと思います。 

 科学の祭典は、今回社会教育委員をお引き受けしましたことにも

つながっているものだと改めて感じたところでございます。よろし

くお願いいたします。 

 

原田議長    ありがとうございました。 

 新規の委員の方もぜひ、お時間が許せば会場にお出でいただいて、

どんな催しかというのをごらんいただきたいと思います。 
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 これについて何かご質問ありますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、きょう予定していた議題、報告についてはすべて終了

です。 

 最後、全体を通じて何かご質問、ご意見等はございますでしょう

か。 

 それではきょうの会議はこれで終了いたします。次回については、

三者合同会議ということで１１月ですね。これについては日程等決

まりましたら、またご連絡をいたします。 

 どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

 


